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保
育
所
は
、
家
庭
で
の
保
育
に

欠
け
る
児
童
を
保
育
す
る
児
童
福

祉
施
設
で
、
保
育
所
に
入
所
で
き

る
基
準
は
次
の
と
お
り
で
す
。

〔
条
例
か
ら
抜
粋
〕

▼
居
宅
外
で
労
働
す
る
こ
と
を
常

態
と
し
て
い
る

▼
居
宅
内
で
児
童
と
離
れ
て
、
日

常
の
家
事
以
外
の
労
働
を
す
る

こ
と
を
常
態
と
し
て
い
る

　
（
育
児
・
家
事
は
入
所
の
理
由

に
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
育
児

休
業
の
対
象
と
な
る
児
童
は
、

保
育
の
実
施
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
）

▼
妊
娠
中
で
あ
る
か
、
ま
た
は
出

産
後
間
が
な
い

　
（
産
前
産
後
８
週
間
程
度
）

▼
疾
病
、
負
傷
、
ま
た
は
精
神
、

も
し
く
は
身
体
に
障
害
が
あ
る

▼
長
期
の
疾
病
、
ま
た
は
精
神
、

も
し
く
は
身
体
に
障
害
が
あ
る

同
居
の
親
族
を
常
時
介
護
し
て

い
る

▼
震
災
・
風
水
害
・
火
災
そ
の
他

の
災
害
復
旧
に
あ
た
っ
て
い
る

▼
仕
事
を
探
し
て
い
る

　
（
最
長
６
ヶ
月
間
）

▼
ほ
か
、
市
長
が
特
に
必
要
と
認

め
た
場
合

＊
就
労
（
職
場
復
帰
）
予
定
で
申

し
込
み
す
る
場
合
、
就
労
開
始

日
が
、
１
日
か
ら
14
日
の
場
合

は
、
就
労
開
始
月
の
前
月
か
ら

入
所
対
象
と
な
り
ま
す
。
就
労

開
始
日
が
15
日
か
ら
月
末
の
場

合
は
、
就
労
開
始
月
か
ら
入
所

対
象
と
な
り
ま
す
。

♦
入
所
の
基
準

　

南
国
市
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い

る
乳
幼
児
が
対
象
で
す
。
転
入
予

定
で
も
受
け
付
け
し
ま
す
が
、
そ

の
場
合
、
平
成
26
年
３
月
31
日
㈪

ま
で
に
南
国
市
に
住
民
登
録
が
必

要
で
す
。

◆
募
集
対
象

　

「
入
所
申
込
案
内
（
平
成
26
年

度
版
）
」
の
保
育
所
（
園
）
一
覧

表
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
募
集
開
始
年
齢

　

入
所
申
込
書
の
受
け
付
け
と
同

時
に
、
保
護
者
と
の
面
談
を
実
施

し
ま
す
。
な
お
、
保
育
士
に
よ
る

児
童
面
接
も
あ
り
ま
す
の
で
、
第

１
希
望
保
育
所
へ
児
童
同
伴
で
お

越
し
く
だ
さ
い
。

■
申
込
書
な
ど
の
配
布
場
所

「
入
所
申
込
案
内
」
「
入
所
の

し
お
り
」
は
、
各
保
育
所
、
幼

保
支
援
課
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

■
申
込
書
の
配
布
日

　

12
月
２
日
㈪
～

■
申
込
期
間
／
平
成
26
年
１
月
14

日
㈫
～
１
月
31
日
㈮

＊
平
成
26
年
１
月
27
日
㈪
以
降
の

書
類
の
提
出
は
、
幼
保
支
援
課

へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
（
郵
送

は
不
可
）。

＊
平
成
26
年
２
月
３
日
㈪
以
降
は
、

欠
員
補
充
入
所
と
し
て
受
け
付

け
し
ま
す
。

◆
入
所
の
申
し
込
み

平 成 26 年 ４ 月 入 所

保育所・保育園入所手続きは…保育所・保育園入所手続きは…

　

入
所
希
望
者
が
保
育
所
の
受
け

入
れ
枠
を
超
え
る
と
き
は
、
選
考

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
選
考
の
場
合
／
選
考
基
準
は
、

「
南
国
市
保
育
所
入
所
承
諾
基

準
運
用
要
綱
」
（
保
育
所
に
掲

示
）
に
基
づ
き
、
家
庭
で
の
保

育
に
欠
け
る
指
数
で
決
定
し
ま

す
。

■
入
所
の
可
否

▼
平
成
26
年
３
月
10
日
㈪
付
け
で
、

保
護
者
宛
て
に
通
知
書
を
発
送

予
定
で
す
。

▼
欠
員
補
充
入
所
で
の
申
し
込
み

の
分
は
、
受
付
期
限
終
了
後
、

決
定
次
第
、
保
護
者
宛
て
に
通

知
書
を
発
送
し
ま
す
。

▼
通
知
書
発
送
前
の
お
問
い
合
わ

せ
に
は
応
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。

◆
入
所
の
承
諾（
決
定
）

　

平
成
26
年
度
末
ま
で
の
家
庭
保

育
に
欠
け
る
期
間
で
す
。

◆
保
育
の
実
施
期
間

■
受
付
期
限
／
入
所
希
望
月
の
前

月
１
日
か
ら
20
日
ま
で
の
平
日

＊
４
月
入
所
の
欠
員
補
充
入
所
の

申
し
込
み
に
つ
い
て
は
、
２
月

も
受
け
付
け
ま
す
。

■
受
付
場
所
／
幼
保
支
援
課

■
入
所
日
／
毎
月
１
日
入
所
（
月

途
中
で
の
入
所
は
行
っ
て
い
ま

せ
ん
）

■
対
象
／
入
所
月
の
１
日
現
在
、

南
国
市
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い

る
乳
幼
児

■
手
続
き
／
４
月
入
所
と
同
じ

※
お
問
い
合
わ
せ
は

幼
保
支
援
課

（
☎
８
８
０
・
６
５
６
２
）
ま
で

◆
欠
員
補
充
入
所

１月27日㈪～31月㈮

市 役 所 幼 保 支 援 課 ８：30～17：15

＊年齢は、平成26年４月１日現在での年齢です。
＊兄弟姉妹での申し込みの場合は、年齢が下の児童
の面談日時に受け付けします。
＊保育所での面談日時に体調不良などの場合は、市
役所での受付期間中にお申し込みください。面談
は、後日、保育所で行います。

■申込受付施設・面談日時

１月14日㈫

里 保 育 所 ９：00～９：30
浜 改 田 保 育 園 10：00～10：30
あけぼの保育所（１　歳　児） 11：00～11：30
あけぼの保育所（２歳児以上） 13：30～14：00
大 湊 保 育 所 14：30～15：00

１月15日㈬

国 府 保 育 所 10：00～10：30
長岡東部保育園（０　歳　児） 11：00～11：30
長岡東部保育園（１歳児以上） 13：30～14：00
久 礼 田 保 育 所 15：00～15：30

１月16日㈭

長 岡 西 部 保 育 所 ９：30～10：00
後免野田保育園（０　歳　児） 11：00～11：30
後免野田保育園（１歳児以上） 13：30～14：00

１月22日㈬

明 見 保 育 所 ９：30～10：00
大篠保育園（０　歳　児） 11：00～11：30
大篠保育園（１歳児以上） 13：30～14：30

１月23日㈭

稲 生 保 育 園 10：00～10：30
吾岡保育園（０　歳　児） 11：00～11：30
吾岡保育園（１歳児以上） 13：30～14：00

１月24日㈮

岡豊保育園（０　歳　児） 10：00～10：30
岡豊保育園（１歳児以上） 11：00～11：30
十市保育園（０　歳　児） 13：30～14：00
十市保育園（１歳児以上） 14：30～15：00


